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第１章 総則 

 

第１条 本学会は、日本生体磁気学会という。 

２．本学会の英文名は Japan Biomagnetism and Bioelectromagnetics Society とする。 

 

第２条 本学会の事務局として次の２つを置く。 

１．本学会事務局は、学会理事長研究室内に置く。 

２．学会大会事務局は、学会大会を主催するところに置く。 

 

第２章 目的および事業 

 

第３条 本学会は、生体磁気に関する医学、生物学及び工学における研究と技術の向

上を通じ、医学の発展と知識の交流を図り、社会に貢献することを目的とする。 

 

第４条 本学会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１．学会大会の開催 

２．講演会の開催 

３．その他、本学会の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 会員 

 



第５条 本学会の会員の種類は次の通りとする。 

１．正会員 

２．学生会員 

３．維持会員 

４．名誉会員 

５．購読会員 

 

第６条 正会員及び学生会員は、本学会の目的に賛同し、生体磁気学に関心のある者

で、本学会の定める手続きを経て理事会において承認された個人とする。 

 

第７条 維持会員は、本学会の目的に賛同し、本学会の定める手続きを経て、理事会

において承認された本学会の事業を後援する法人及び団体とする。 

２．維持会員は、本学会の事業に参加するため、その代表者を指名して正会員とする。 

 

第８条 購読会員は、本会の学会誌、論文誌、その他の印刷、発行物を正会員同様、

閲覧することができる。 

２．購読会員は、第４条に定める本学会の事業および評議員の選任に参加できない。 

 

第９条 会員になろうとするものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、申込ま

ねばならない。 

２．正会員及び学生会員は、入会時に入会金を払わねばならない。 

３．学生会員は、毎年度４月１日より学会大会終了時までに、学生であることを示す

書類を学会事務局に提出しなければならない。 

４．正会員及び学生会員は、会計年度単位で３年までの休会ができる。 

５．前項の休会期間中は、年会費の支払いを必要としない。 

 

第１０条 正会員、学生会員、名誉会員は、第４条に定める本学会の事業に参加でき

る。 

２．正会員は、本学会の評議員の選任に参加できる。 

 

第１１条 退会しようとする会員は、本学会に届け出をしなければならない。 

 

第１２条 維持会員である法人または団体が解散したときは退会したものとみなす。 

２．維持会員である法人または団体の組織に重大な変更があったときは改めて理事会

の承認を受けなければならない。 



 

第１３条 会費の滞納が３年におよんだものは退会とみなすことができる。 

 

第１４条 名誉会員は、本学会に多大の貢献があったものの中から、理事会の議決を

経て、本学会理事長が推薦した個人とする。 

 

第１５条 会員が本学会の会則に違反し、または本学会の名誉をそこなう行為があっ

たときは、理事会および評議員会の議決によって本学会理事長が除名する。 

 

第１６条 既納の会費は、理由の如何にかかわらず返還しない。 

 

第４章 役員 

 

第１７条 本学会には次の役員を置く。本学会会則に定めのない選任方法については、

別に細則で定める。 

１．理事１０−２０名（内、理事長１名、副理事長１または２名） 

２．監事２名 

３．評議員一定数 員数は、改選前年の学会大会時に理事会が提案し、評議員会の承

認を得る。 

 

第１８条 役員の任期は３年とし、本学会会則に特に定められた場合のほかは再任を

妨げない。役員の交代は、定期学会大会の際に行う。 

 

第１９条 評議員は、正会員の中から選任する。 

 

第２０条 理事は、評議員の中から選任する。理事は評議員を兼任する。 

 

第２１条 監事は、正会員もしくは名誉会員の中から選任する。 

２．監事は理事を兼任できない。 

 

第２２条 本学会理事長は、理事が理事の中から選任し、本学会副理事長は本学会理

事長が理事の中から任命する。 

２．本学会理事長の任期は３年とし、一度に限り再任を認める。 

 

第２３条 本学会理事長は会務を統轄し、本学会を代表する。 



 

第２４条 本学会副理事長は、本学会理事長を補佐し、本学会理事長に事故があると

きその業務を代行する。 

 

第２５条 監事は会務を監査する。 

 

第２６条 理事は理事会を組織し、評議員会の権限に属する事項以外の事項を議決し、

評議員会に報告する。 

 

第２７条 評議員は評議員会を組織し、本学会の会務を分掌し、本学会の運営を図る。 

 

第２８条 正当な欠席理由無しで評議員会の欠席が３年におよんだ評議員は退任とみ

なすことができる。 

 

第２９条 役員はその任期が満了した後も、後任者が就任するまでは、その職務を行

わなければならない。 

 

第３０条 理事に欠員を生じたときは、理事会の議決により、これを補うことができ

る。 

２．補充された理事の任期は前任者の残任期間とする。 

 

第３１条 監事に欠員を生じたときは、理事会は、正会員もしくは名誉会員の中から

選任し、議決により、これを補う。 

２．補充された監事の任期は前任者の残任期間とする。 

 

第３２条 理事会は定期学会大会開催のため学会大会長を本学会理事長に推薦するこ

とができる。 

２．本学会理事長は定期学会大会の学会大会長を委嘱することができる。 

 

第５章 会議 

 

第３３条 本学会の運営のため次の会議を開催する。本学会会則に特に定められた場

合のほかは、すべての会議の議長は本学会理事長とする。 

１．総会 

２．評議員会 



３．理事会 

 

第３４条 理事会は次の各項の規定に従って行う。 

１．理事会は本学会理事長が招集する。 

２．年１回の定期理事会は定期学会大会開催中に招集する。 

３．本学会理事長は理事現在数の３分の１以上から付議する事項を示して請求があっ

たときは、すみやかに臨時理事会を招集しなくてはならない。 

４．理事会は理事現在数の過半数及び最低１名の監事が出席しなければ議事を開き、

議決することができない。ただし、理事および監事は、あらかじめ文書をもって当該

議事について意思を表示したる場合は出席者とみなす。 

５．理事会の議事は、本学会会則に特段の定めがある場合のほかは出席理事の過半数

の同意により議決され、可否同数の場合は議長が決するものとする。 

 

第３５条 評議員会は次の各項の規定に従って行う。 

１．定期評議員会は本学会理事長が定期学会大会開催中に招集する。 

２．理事会の議決があったとき、または評議員の３分の１以上から会議の目的を示し

て請求があったときは、本学会理事長は臨時評議員会をすみやかに招集しなくてはな

らない。 

３．評議員会は、評議員現在数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決すること

ができない。ただし、あらかじめ文書をもって当該議事について意思を表示したもの

は出席者とみなす。 

４．評議員会の議事は、本学会会則に特段の定めのない場合のほかは、出席評議員の

過半数の同意により議決され、可否同数の場合は議長が決するものとする。 

５．次の事項は評議員会で審議のうえ、承認を必要とする。 

イ．事業報告及び収支決算 

ロ．事業計画及び収支予算 

ハ．理事及び監事の選出 

ニ．総会に付議する事項 

ホ．その他、理事会が必要と認めた提案事項 

 

第３６条 総会は次の各項の規定に従って行う。 

１．総会は正会員および学生会員をもって構成する。 

２．本学会理事長は、理事会の議決があったとき、評議員会の議決があったとき、ま

たは正会員の３分の１以上から会議に付議すべき事項を示して請求があったときは遅

滞なく総会を招集しなければならない。 



３．総会の議事、日時及び場所は、その開催の１４日前までに書面をもって正会員お

よび学生会員に通知しなければならない。 

４．総会は正会員および学生会員総数の現在数の１０分の１以上が出席しなければ議

事を開き、議決することができない。ただし、当該議事についてあらかじめ文書をも

って意思表示した者は、出席者とみなす。 

５．総会の議事は、正会員および学生会員の出席数の過半数の同意によって議決し、

可否同数のときは議長が決する。 

６．次の事項は総会の承認をうけなければならない。 

イ．学会の解散 

ロ．理事会において必要と認めた事項 

ハ．その他評議員会において必要と認めた事項 

 

第３７条 理事長は、第３３条の会議を対面会議以外の以下の方法を用いて開催する

ことができる。 

（１）書面 

（２）テレビ会議 

（３）電話会議システム 

（４）電子メール 

（５）その他インターネットを活用したシステム 

２．評議員会および総会の成立および議決の要件は、他に定めのある場合を除いて、

以下の通りとする。 

（１）会議構成員の２／３以上の返信を持って成立する。 

（２）会議構成員の過半数の賛同があれば可決とする。 

（３）（１），（２）の両条件を満たさない場合は、当該案件は廃案とする。 

３．理事会については、前項の会議成立及び議決の要件を以下の通りとする。 

（１）理事現在数の２／３以上及び最低１名の監事の返信を持って成立する。 

（２）理事現在数の過半数の賛同があれば可決とする。 

（３）（１），（２）の両条件を満たさない場合は、当該案件は廃案とする。 

 

第６章 入会金および会費 

 

第３８条 入会金は次のとおりとする。 

１．正会員・学生会員 ２，０００円 

 

第３９条 会費は次のとおりとし、正会員、学生会員、維持会員及び購読会員は納入



しなければならない。 

１．正会員 年額７，０００円 

２．学生会員 年額３，０００円 

３．維持会員 一口以上（一口年額５０，０００円） 

４．購読会員 年額３，５００円 

 

第４０条 名誉会員は、会費の納入を要しない。 

 

第７章 資産及び会計 

 

第４１条 本学会の資産は次のとおりとする。 

１．入会金 

２．会 費 

３．事業にともなう収入 

４．資産から生じる果実 

５．寄付金品 

６．その他の収入 

 

第４２条 寄付金品であって寄付者の指定がある場合はその指示に従う。 

 

第４３条 本学会の事業遂行に要する経費は、入会金、会費、事業にともなう収入、

資産から生じる果実などの財産をもって支弁する。 

 

第４４条 本学会の事業計画及びこれにともなう収支予算は以下の通り行う。 

１．毎会計年度開始前に本学会理事長が編成し、理事会の議決を経て、評議員会の承

認をうけなければならない。 

２．定期学会大会の前に会計年度が始まる場合は、学会理事長は暫定予算を編成し、

運用することができる。この内容は、理事会の議決を経て、評議員会の承認をうけな

ければならない。 

 

第４５条 本学会の収支決算は毎会計年度終了後本学会理事長が作成し、事業報告と

ともに、理事会の議決を経て、評議員会の承認をうけなければならない。 

 

第４６条 本学会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 



第８章 解散 

 

第４７条 本学会の解散は理事会、評議員会及び総会出席者のそれぞれ４分の３以上

の議決をうけなければならない。 

 

第４８条 本学会の解散にともなう残余財産は評議員会の議決によって適当な公益事

業団体に寄付する。 

 

第９章 会則の変更 

 

第４９条 本学会会則の変更は理事会の議決をうけ評議員会で承認を得なければなら

ない。 

 

第５０条 本学会会則の施行に必要な細則は理事会の議決を経て別に定める。 

 

付 則 

 

第１条 本学会会則は、昭和６１年７月１５日から施行する。 

第２条 本学会入会のための所定の申込用紙は本学会事務局にて作成し、保管するも

のとする。 

 

以上 


